


































要旨:母子保健法の改正と三歳児健診の市町村移譲に備えて,耳鼻咽喉科医の聴覚検査実施

の目標と方法が改訂され,手引き第二版として平成 5年 4月 23 日に発行された。この作業

は当研究班の前年の業績と日本耳鼻咽喉科学会の共同作業として行われた。

この調査研究は手引きの方針が如何に徹底されているか,また現状の健診がどのように行

われているかを調べたもので,方針徹底後の変化の状況を調べるためのものである。平成

5 年 10 月の時点での方針徹底は 47 都道府県中 16 都県(行政を含めて)ないし 23 都県(行

政と連絡とれていないものを含めて)である。

聴覚検査のための質問票配布は全国で 773,131 名で,その回収は 676,238 名で聴覚検査(ま

たは耳鼻咽喉科検査)を要すると一次スクリーニングされたのは 40,818 名で対回収者比

6.03%であった。

二次の耳鼻咽喉科健診と三次の精密健診の結果,難聴は 435 名(0.06%)滲出性中耳炎が

3,832 名(0 ・ 56%)であったが,都道府県別に検討すると,前者で最低 0 から最大 0.4%の差

があり,後者で最低 0.02%最大 11%の差がある。このことは健診の目標と方法が未だ全国統

一されていない現状を示すものである。その他の現状をも分析し今後のありかたを検討し

た。

本調査は日本耳鼻咽喉科学会との共同の事業として行われ,同学会の調査は以下の構成員

によって行われた。


